
別添２ 

一体的実施事業における委託事業 仕様書 

 

１ 趣旨・目的 

  一体的実施事業における委託事業（以下「委託事業」という。）は、国と地方公共団体が、

一体となって地域の実情に応じた雇用対策を実施することを目的として共同で一体的実施事

業運営計画を策定し一体的実施事業を実施する場合に、当該計画の内容に応じて、事業効果

をより高める事業を民間団体に委託して実施する。 

 

２ 件名 

  令和８年度 鳥取県一体的実施事業における委託事業 

 

３ 委託内容 

  委託事業受託者（以下「受託者」という。）は、委託事業を実施する労働局（以下「労働

局」という。）からの委託により、以下に掲げる事業のうち、就職促進効果が高いと見込まれ

る事業を実施する。 

  ただし、以下に掲げる事業内容及びその対象者と地域活性化雇用創造プロジェクト等の国

の補助を受けて地方公共団体が実施する事業内容及びその対象者が同一の場合には、委託事

業として実施することは認められない。 

 

（１）企業プレゼンテーション及び合同説明会 

①  目的 

鳥取県が誘致した企業、鳥取県が重点的に育成している産業の企業及び地域の人手不

足分野の企業、その他、特に重点的に求人充足を図る必要がある企業による求職者及び

次年度卒業見込みの高等教育機関（以下「大学等」という）の学生（以下「学生等」と

いう）に対するプレゼンテーション及び合同説明会（以下「説明会」という。）を実施す

ることにより、地域の雇用問題の改善を図る。 

なお、対面式を原則とするが、労働局等と協議等のうえ、オンラインによる代替開催

とすることとしても差し支えない。 

 

②  委託内容 

ア 参加企業及び参加求職者（学生等を含む）の確保（大学等との連携による参加学生等

の確保を含む） 

イ 会場の確保（会場使用料を含む） 

ウ 説明会周知用ポスター及びチラシ等の作成、配布（デザイン及び作成費用を含む） 

エ ランディングページ（特設サイト）やＷＥＢ広告、ソーシャルネットワーキングサ

ービス（以下「ＳＮＳ」という。）広告を活用した広報等の作成、掲載（作成費用を含

む） 

オ 参加企業の概要、求職者へのアピールポイント、求人概要等の情報をまとめた求人



一覧表等の作成、参加求職者への配付（作成費用を含む） 

カ 労働局、鳥取県、ハローワーク、県立ハローワークとの連絡調整（参加企業及び参加

求職者（学生等を含む）の申込状況の共有を含む） 

キ 参加企業との連絡調整 

ク 説明会当日運営業務 

ケ 説明会の開催結果報告 

コ 参加求職者への追跡調査及び調査結果による未就職者（内定者を除く）への鳥取県ふ

るさとハローワーク八頭、ハローワーク及び県立ハローワークの利用勧奨 

サ 参加企業への求人充足等に係るフォローアップ調査の実施業務 

シ 参加企業及び参加求職者（学生等を含む）に対する満足度調査の実施及び事業効果の

分析 

ス その他、説明会の企画、運営に係る業務 

 

③  対象企業 

受託者が労働局及び鳥取県（以下「労働局」という。）と協議の上、選定すること。対象

企業は鳥取県内に就業場所を有する企業とし、1回の参加企業数は100社以上（２部制の場

合は、１回50社以上、）を目標とする。 

 

④  対象求職者 

 鳥取県内で就職を希望する離転職者等（IJUターン希望者、学生等を含む）とし、参加求

職者は延べ400人以上（各回100人以上）を目標とする。 

 

⑤  実施対象期間 
令和８年５月から令和８年 10 月の間に、東部地域で２回、西部地域で２回、計４回開

催することとし、具体的な開催日は労働局と協議する。 

 

⑥  実施場所 
受託者が用意した会場とする。ただし、会場については次の条件を満たすこと。なお、

５月開催分については、労働局で鳥取会場は５月19日及び20日の鳥取産業体育館大体育

館（鳥取県鳥取市天神町５０番地２）、米子会場は５月 21 日及び 22 日の米子コンベンシ

ョンセンター多目的ホール（鳥取県米子市末広町294番地）の使用を仮予約している。 

ア  交通の利便性が良い施設を検討すること。 

イ  公的機関等（国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等）の施設を優先に検 

討すること。 

ウ  参加企業数（100社以上）程度の企業ブースが設営可能な会場であること。 

   （同日における２部制での実施可） 

エ ウの企業ブース設営会場内又は隣接して参加求職者（100人以上）の待機所を確保で 

きる会場であること。 

オ 冷暖房設備が完備されていること。 



カ 参加企業（100社以上）及び参加求職者（100人以上）が利用できる充分な駐車場 

設備があること。 

キ 幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。 

ク 説明会開始の少なくとも120分前までには入室できる施設であること。 

ケ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性

格を有する説明会等を円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこ

と。 

  

⑦  実施内容 

  ア 企業ごとにブースを設けること（別添仕様書補足資料のとおり） 

イ 説明を希望する者については、参加企業はもれなく説明すること（終了間際に説明を

希望した者等については、後日の対応としても構わない） 

  ウ 説明を行った者については記録し、後日、実施労働局あて報告すること。 

 

⑧ 参加企業の確保 

  ア 参加企業については、③の企業の中から労働局と調整のうえ選定すること。 

  イ 選定した企業に対しての参加勧奨は受託者が行うこと。 

   ウ 参加企業の募集は概ね実施２ヶ月前までに行い、参加企業が確定した際は、参加企業

リストを作成し、説明会実施45日前までに労働局あて報告すること。ただし、やむを

得ない事情があると労働局が認める場合は労働局と事前に協議のうえこれによらないこ

とができる。 

 

⑨ 関係機関ブースの設置等 

  ア 実施労働局からの依頼があった場合は、説明会場内に関係機関のブースを設けること。 

  イ 実施労働局からの依頼があった場合は、資料を配付するコーナーを設置すること。 

 

⑩ 周知ポスター及びチラシ等 

   開催ごとに、説明会周知用ポスター及びチラシを作成し、労働局、鳥取県、鳥取県ふるさ

とハローワーク、ハローワーク、県立ハローワーク、鳥取県出身者が在籍する大学等、県内

市町村や関係施設、公共施設、商業施設等あて開催月の１か月前までに送付すること。関係

施設等について労働局と協議して決定すること。主な掲載内容は、企業合同説明会の内容、

実施日時、申込先とし、当該チラシを見た求職者がイベントに参加したくなるような内容と

すること。なお、チラシ等については、事前に労働局の承認を得ること。 

  各チラシ及びポスターの作成数の目安は各回以下のとおりとする。 

  ➀参加企業募集向けチラシ：200枚以上 

  ➁求職者向けチラシ：500枚以上 

  ③求職者向けポスター：50枚以上 

 

 ⑪ ＷＥＢ広告及びＳＮＳ広告 



参加者の確保のためＷＥＢ広告を出稿すること。出稿先は検索連動型広告（Yahoo!JAPAN、

Google）、ＳＮＳ広告（Ｘ、Instagram等）、ディスプレイ広告を基本とする。より効果的な周

知効果が得られるよう、掲載期間は予算の範囲内で労働局と調整することとする。具体的な

出稿量・出向先の配分、広告内容等については、提案書において提案し、契約締結後、労働

局と協議の上決定すること。 

 

⑫ 求人一覧表等の作成 

   開催ごとに､参加企業一覧（事業内容、求人職種等をまとめた資料）を作成し、開催月の

45日前までに労働局、鳥取県、鳥取県ふるさとハローワーク八頭、ハローワーク及び県立

ハローワークあて送付すること。また、説明会当日は参加求職者全員に配付すること。 

 

⑬ 留意事項 

ア 企業及び求職者（学生含む）に対し、イベント集客を図るため本事業のホームページを

作成して、説明会等の情報を効果的に周知するとともに、参加者を確保するためインター

ネット及びＳＮＳを活用した積極的な広報をおこなうこと。なお、ホームページを公開す

る場合は、厚生労働省が提供するものであることを利用者が確認できるよう、政府ドメイ

ン（mhlw.go.jp）を使用すること。 

イ 受託者は、説明会当日の受付、会場整備に係る事務を実施すること。 

ウ 受託者は、当日の事務を統括し労働局との連絡調整を行う責任者を１名配置し、当日会

場内で責任者であることを明示させること。また、責任者は労働局と密に連携・共有して

当日の運営を行うこと。 

エ 一層の積極的なマッチングの機会とするため、会場において、案内カウンターやフロア

ナビを配置し、参加求職者の態様や希望等を確認した上で、参加企業のブースへの効率的・

積極的な誘導等を行うこと。 

オ 受託者は、説明会の開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表（令和８年度分）を

労働局、鳥取県、鳥取県ふるさとハローワーク八頭及びハローワーク及び県立ハローワ

ークあて送付すること。なお、日程については、労働局と協議し、説明会開催日の２か

月前までに決定するものとする。 

カ 報道機関への対応については労働局が行う。 

キ 受託者は、説明会当日の運営（受付、進行等）の全てについて主体的に事務処理一切

を行うこと。また、開催当日には、会場の入り口に受付を設置し、面接会場であるとの

張り紙等を表示することにより、参加者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後

片付けを行うこと。 

なお、受付においては、氏名等必要最小限の確認をし、それ以外の事項は聴取しない

こと。また、参加者については、参加者名簿を作成して把握すること。 

参加者名簿については、労働局との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での

使用を禁止する。そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄（紙等に印刷した

ものについては細断、電磁的記録については消去）すること。 

ク 受託者は、参加企業にアンケートを記入させ、ブースで説明を行った参加求職者数及 



び説明会に対する評価や要望を把握すること。 

  ケ 受託者は、説明会の参加求職者に対し、説明聴取企業数及び説明会に対する要望を把 

握すること。なお、説明会後の就職状況についてフォローアップ調査を行うこと。 

コ 受託者は、各会場で実施した説明会の参加者数等の実施状況について、開催後３日以

内に労働局に報告すること。フォローアップ調査については、説明会参加企業に対し、

３か月後の採用状況を確認し、労働局に報告すること。また、労働局は、その後の面接

説明会の実施に対して、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 

ク 説明会実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべての説明会終了後、総務課

あて提出すること。 

 (ｱ) 参加企業数、参加者数及び後日面接を行うこととなった者の数 

(ｲ) アンケート結果の概要 

(ｳ) 外部会場を使用した場合は、使用料の支払いがわかる資料（振込書の写し等） 

ケ 説明会の参加者に対し、現金等を支給することは禁止する。 

  コ 会場の設営等はその会場の規定に従い適切におこなうこと。 

 

（２）企業見学等 

 

①  目的 

鳥取県が誘致した企業、重点的に育成している産業の企業、地域の人手不足分野の企業

等、その他特に重点的に業務内容や職場環境等について求職者の理解促進を図る必要がある

企業における職場体験や企業見学等を実施する。 

 

② 委託内容 

ア 企業見学等の実施企業の確保(実施企業への謝金を含む) 

イ 周知用のポスター及びチラシ等の作成、配布（デザイン及び作成費用を含む） 

ウ 企業見学等の参加者の確保 

エ 実施企業との連絡調整 

オ 企業見学等当日の運営業務（賠償責任保険、傷害保険の設定を含む） 

カ 企業見学等の開催結果報告 

キ その他、企業見学等の企画、運営に係る業務 

  

③ 対象者 

   鳥取県ふるさとハローワーク八頭、ハローワーク及び県立ハローワークの求職者 

 

 ④ 実施時期及び開催回数、目標とする参加企業数及び参加求職者数 

   令和８年度１２回（東部地域、中部地域、西部地域各４回）開催すること。また、各回 

２～３企業、５人程度の求職者の参加を目標とすること。 

 

 ⑤ 対象事業所 



   以下のいずれも満たす企業を受託者が、労働局と協議の上、選定すること。 

なお、労働局から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から労働局

と協議の上で選定する。 

ア 鳥取県が誘致した企業、人材不足分野の企業等、特に重点的に求人充足を図る必要があ 

る企業 

イ 法令違反が確認された企業、暴力団関係企業、特定の宗教団体、政治団体に関する 

企業及びその他公的性格を有する本事業の対象として不適切な事業所ではないこと。 

ウ 企業見学の対象事業所を就業場所とする正社員求人を安定所に提出している（する予 

定である）こと 

 

⑥  内容 

ア 企業見学 

企業担当者から会社概要、仕事の内容・魅力等についての説明を受けた後、職場見学

及びそれを踏まえた質疑対応を行うこと。 

 

⑦  周知ポスター及びチラシ等 

開催ごとに、周知用ポスター及びチラシ等を作成し、労働局、鳥取県、鳥取県ふるさ

とハローワーク八頭､ハローワーク、県立ハローワーク、及び県内市町村並びに関係施

設、公共施設、商号施設等あてに開催月の2ヶ月前までに送付すること。関係施設等に

ついて労働局と協議して決定すること。 

主な掲載内容は、企業見学等の内容、実施日時、申込先とし、当該チラシを見た求職者

がイベントに参加したくなるような内容とすること。また、デザインは開催ごとに異なる

ものとし、求職者の視認性を高めるものとすること。 

なお、チラシ等については、事前に労働局の承認を得ること。 

  各チラシ及びポスターの作成数の目安は各回以下のとおりとする。 

  ➀参加企業募集向けチラシ：100枚以上 

  ➁求職者向けチラシ：500枚以上 

 

⑧ ＷＥＢ広告及びＳＮＳ広告 

参加者の確保のためＷＥＢ広告及びＳＮＳ広告を出稿すること。出稿先は検索連動型広告

（Yahoo!JAPAN、Google）、ＳＮＳ広告（Ｘ、Instagram等）、ディスプレイ広告を基本とする。

より効果的な周知効果が得られるよう、掲載期間は予算の範囲内で労働局と調整することと

する。具体的な出稿量・出向先の配分、広告内容等については、提案書において提案し、契

約締結後、労働局と協議の上決定すること。 

 

⑨ 留意事項 

  ア 受託者は、企業見学当日の受付、企業との調整等に係る事務を実施すること。事前に

求職者からの申込みを受け付けること。 

  イ 受託者は、企業見学の実施場所までのジャンボタクシー等交通手段の確保、実施企業



への謝金、参加者の賠償責任保険、傷害保険の設定を行うこと。 

  ウ 受託者は、周知リーフレットの配布、関係各所への働きかけ等を行い、事前に参加希

望者の募集・受付を行うこと。 

  エ 受託者は、企業見学等の開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表（３か月先まで

の実施予定一覧表）を労働局、鳥取県、鳥取県ふるさとハローワーク八頭、県立ハロー

ワーク及びハローワークあて送付すること。なお、日程については、労働局と協議の

上、遅くとも企業見学等開催日の45日前までに決定するものとする。 

オ 受託者は、参加希望をうけ、企業見学等参加申込者名簿（以下「参加者名簿」とい

う。）を作成すること。 

カ 受託者は、企業見学等当日の運営（受付、進行等）の全てについて、主体的に事務処

理一切を行うこと。また、開催当日には、受付の実施、参加者に対する誘導等を行うこ

と。 

なお、受付においては、氏名、連絡先等を確認することとし、それ以外の事項は聴取

しないこと。 

参加者名簿については、労働局との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での

使用を禁止する。そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄（紙等に印刷した

ものについては細断、電磁的記録については消去）すること。 

キ 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、企業見学等に対する評価や要望を把握す

ること。 

ク 受託者は、実施した企業見学等の参加者数等の実施状況について、四半期ごとに翌月

末日（ただし、第４四半期分は、契約期間の末日）までに労働局に報告すること。ま

た、その後の企業見学等の実施に対して、改善等を指示する場合があるので、誠実に対

応すること。 

ケ 企業見学等実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべての企業見学等終了後 

総務課あて提出すること。 

(ｱ) 参加企業数及び参加者数及び目標に対する充足率 

(ｲ) アンケート結果の概要 

(ｳ) 実施企業に対する謝金の支払いが分かる資料（振込書の写し等） 

コ 職場体験・企業見学等の参加者に対し、現金等を支給することは禁止する。 

 

 

４ 事業実施に必要な体制の整備 

受託者は、事業を効果的に行うために、実施しようとする事業や地域の雇用動向等に係る専

門的な知識を有する次に掲げる者を配置する。労働局が円滑な業務実施が困難と判断した場合

は、受託者は労働局の求めに応じ、配置変更及び体制強化等を行うこと。 

（１）コーディネーター 

    上記３(1)から(2)までの事業実施に係る責任者として、以下のアからオまでに掲げる職

務を行うにあたり必要な知識、経験等を有する者を配置する。なお、コーディネーターは、

本事業の専任であることを要しない。 



ア 事業の企画及び実施に関する事務 

イ 事業の実施状況の実地確認 

ウ 事業の実施結果の取りまとめ 

エ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整 

オ その他事業の実施に必要な事務 

 

５ 集客のための広報 

  ア 周知用チラシ等 

    各取組の開催ごと、２ヶ月前には周知用チラシ及びポスターを作成し、 

労働局、鳥取県ふるさとハローワーク、ハローワーク、県立ハローワーク、鳥取県あて送 

付すること。主な掲載内容は、説明会や企業見学等の内容、実施日時、申込先とし、当該 

チラシを見た求職者がイベントに参加したくなるような内容とすること。なお、チラシ等 

については事前に労働局の承認を得ること。 

  イ ランディングページ（特設サイト）の作成・掲載 

    特設サイトを作成し、遅くとも開催日の２ヶ月前までに公開し、説明会や企業見学等の 

周知期間が終了するまで掲載すること。 

 主な掲載内容は、説明会や企業見学等の内容、実 

施日時、申し込み方法とし、当該イベントページを閲覧した者がイベントに参加したくな 

るような内容とすること。なお、サイトの内容及びデザインについては、労働局と協 

議して決定すること。 

  ウ ＷＥＢ広告及びＳＮＳ広告の活用 

    参加者の確保のためＷＥＢ広告を出稿すること。出稿先は検索連動型広告

（Yahoo!JAPAN、Ｇｏｏｇｌｅ）、ＳＮＳ広告（Ｘ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ等）、ディスプレイ  

広告を基本とする。より効果的な周知効果が得られるよう、掲載期間は予算の範囲内で労 

働局と調整することとする。具体的な出稿量・出向先の配分、広告内容等については、提 

案書において提案し、契約締結後、労働局と協議の上決定すること。 

 

６ 苦情対応体制の整備 

本事業又は受託者に関する対象者等からの苦情等については、対応責任者を選任（上記５

（１）のコーディネーターを対応責任者として選任することは可。）し、受託者が責任を持っ

て対応すること。労働局（公共職業安定所を含む。）及び地方公共団体に寄せられた当該苦情

等については、原則、労働局の担当者から対応責任者に伝達するので、速やかに事実確認する

とともに必要な改善や対応を行うこと。 

 

７ 事業実施計画書の策定・履行状況の確認受託者は、各支援のスケジュール・カリキュラム、

具体的内容、具体的方法、実施時期、所要時間及び実施体制等について、本仕様書をもとに、

労働局と事前に協議の上で委託要綱様式第３号「一体的実施事業における委託事業実施計画

書」（以下「事業実施計画書」という。）を策定すること。 

労働局は、事業実施場所の訪問等及び下記７の事業実施報告、その他の報告を踏まえ、「事



業実施計画書」の履行状況を確認し、受託者に対して指導・助言を行う。 

 

８ 事業実施報告 

受託者は、毎月「事業実施状況報告書」（任意様式）を作成し、翌月15日（ただし、３月分

は,契約期間の末日）までに労働局に報告すること。 

 

９ 改善指示及び事業改善計画書 

  労働局は、事業毎に設定した目標数の60％に満たなかった場合、又は受託者が適切な対応

及び支援を実施していないと認めるときは、受託者に対して、事業を改善するために必要な

措置を直ちに講ずるよう指示するとともに、必要に応じて「事業改善計画書」（任意様式）を

提出させる。受託者は、労働局の指示又は事業改善計画書を踏まえ、速やかに適切な改善を

図ること。 

「業務改善計画書」提出後において、その改善内容が実施されていないことを確認した場合

は、事業を中止する場合がある。その際、実施していない事業にかかる委託費の支払いは行わ

ない。 

 

１０ 事業実施における留意事項 

受託者は、本仕様書、「一体的実施事業における委託事業委託要綱」、「令和８年度 鳥取県）

一体的実施事業における委託事業委託契約書」及び事業実施計画書に基づき、事業を実施する

こと。 

 

（１）事業開始前及び終了後の措置 

受託者は、事業が円滑に実施できるよう、事業開始前から労働局及び地方公共団体と協議

し、必要な準備を行うこと。 

また、本事業の終了に際しては、受託者は、事業終了前に、翌年度における本事業の実施

に必要な引き継ぎを労働局に対して行うものとする。 

 

（２）労働局及び地方公共団体との連携体制の整備 

受託者は、事業が円滑に実施できるよう、労働局又は労働局が指定する公共職業安定所の

求めに応じて、事業の運営方法等に係る意見交換の場を設け、運営方法等に改善等が必要で

あると判断する場合には、迅速な対応を行うこと。また、労働局担当者又は労働局の指定す

る公共職業安定所の担当者と日常的な連携や必要な情報共有のための打ち合わせを行うこ

と。 

 

（３）法令遵守及び守秘義務 

受託者は、関係法令を遵守するとともに、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報につ

いては、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。 

 

（４）個人情報の管理 



事業の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。対象者の個人情報の管理

に当たっては、事業の実施に必要な範囲内で個人情報を収集し、当該情報の収集の目的の範

囲内でこれらを保管及び使用しなければならない。 

また、受託者は、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合又は

発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに労働局に報告するとともに、その指

示に基づき、被害の拡大防止、復旧のために必要な措置を講じること。 

 

（５）事業の再委託 

本事業の全部を一括して第三者（受託者の子会社（会社法第２条第１項第３号に規定する

子会社をいう。）を含む。）に再委託することは認められない。 

また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託しては

ならない。 

ただし、事業経費全体のうち再委託する事業に係る経費の占める割合が 50％を超えず、

再委託する合理的な理由・必要性が認められる場合は、事前に再委託する業務、再委託先等

を労働局に申請し、承認を得ることにより、再委託を可能とする。 

なお、再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

（６）進捗に関する会議の開催 

受託者は、作業の進捗状況等を労働局へ報告するため、労働局の担当職員との会議を定期

的に開催すること。また、当該会議の開催について、「事業実施計画書」にあらかじめ記載

すること。 

当該会議の開催の都度、原則、３営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行

った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。 

 

（７）検査 

受託者は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を労働局の指定

する検査職員に提出しなければならない。検査職員は、事業の実態と「業務完了報告書」の

内容を十分照合した上で、業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 

審査の結果、不合格であったときは、受託者は、検査職員の指定する期間内に未履行部分

の業務を完了しなければならない。 

 

（８）自社サービスの禁止及び業務妨害の禁止 

本事業の実施に当たっては、いわゆる自社サービスの提供は行わないこと。また、実施労 

働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 

 

（９）委託事業実施における言動 

   本事業の実施にあたり、公的機関からに委託事業であることを考慮し、合同説明会等の参 

加者や本事業関係者等については十分に配慮した接遇を行うこと。また、４で配置する者の

ほか、本事業に従事する者にも接遇を徹底させること。 



 

(10) 公正な採用選考に対する配慮 

本事業の実施に当たり、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反する内容を含

んでいたことが確認された場合、ただちに本事業は中止する。その場合、違反行為部分に

関しては、委託費の支払いを行わない。 

 

（11）緊急時の対応 

本事業の実施中に、事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、

救急車の手配等適切な措置を講ずるとともに、速やかに労働局に連絡すること。 

 

（12）問題発生時の連絡体制 

情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先に報告す 

ること。 

  （事業担当部局）鳥取労働局職業安定課 電話番号 0857-29-1707 

  （契約担当部局）鳥取労働局総務課   電話番号 0857-29-1700 

 

１１ その他 

仕様書に定めのないものは、労働局と協議して定めるものとする。 

 


